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＜論　説＞

ドイツカメラリスムスと経済学

阿 部 　 弘
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１　カメラリスムス学問の体系の基本的性格
（１）カメラリスムス学問の位置づけ

16-18世紀のドイツ地域で展開されてきた「カ
メラリスムス（官房学・国庫学 ―Cameral-/
Kameral-wissenschaft）」は通常は時の支配者
である王室の財政基盤を安定させるための収
入技術論と目されてきた＊01。このことは「カ
メラリスムス」を科学として扱わず、せいぜい
財政学の前期的形態と看做す風潮を醸しだし
てきた。「カメラリスムス」は一般にはイギリ
スやフランスで17 ～ 18世紀に発達した「重商
主義」のドイツ版＃１であるとされながらも、
アダム・スミスが1776年に『諸国民の富』のな
かでこの「重商主義」それ自体を批判したこと
によって、19世紀にもなると、「カメラリスト」
Ｋ・Ｈ・ラウでさえ「カメラリスムス学問」の
標識を外してしまい、「経済学」研究からは脱
落してしまった＃２。

しかしながら「カメラリスムス」をその歴史
的発展過程で観てくると、イギリスやフランス
で展開された「重商主義」とは異なって「国家
学（Staatswissenschaft）」というものを追求し
てきている体系であることが判明する。この場
合の「国家学」の全体的特徴は「ポリツァイ学

（Policey-/Polizei-Wissenschaft）」（「 行 政 学 」）
の体系化にあった＊02。

カメラリスムス学問は1727年の「大学講座」
設置以降は、強力な国富に基づいた国家建設を
目的とした＊03。そのために「領邦国家体制」
のもとで国家権力の基礎を形成する「国民・国
富」形成がどのようにしたら可能になるかを追
求してきた。それまでの「貴族」を主体とする、
土地支配体制による資産形成の論理が、商業・
貨幣経済の発展とともに、土地に基づかない

「動産」を主としたものへと展開していくなか

で、人民全体を包摂するためにこの両方の資産
を国家権力の枠に組み込む作業が開始された。

カメラリスムス学問がどのような内容をも
ったものなのか、1937年ケルン刊行のマグダレ
ーネ・フムパート（Magdalene HUMPERT）『カ
メラリズム文献学』で概観しておこう［ここで

対象とされた文献は、フンパートが設定した、1520-

1850年の「カメラリスムス展開時期」に現われたもの

である＃３］。
1727年のハルレとフランクフルト/Oの大学

での講座設置以後に形成される「後期カメラリ
ズム」（フンパートはこれを「カメラリスムス学問の

アカデミーでの育成の時期」とみている）学問は次
のような種々の領域にまたがって構成されて
いる。この領域全体をカバーしているものはな
い。その領域は次の通り［（ ）内の数字はこの領

域を対象とした文献数で重複を含む数である＊04］：

１　私経済：農業 （1629）
　　　　　　林業 （525）
　　　　　　技術学 （1502）
　　　　　　商業学 （1650）
　　　　　　銀行および取引所論 （397）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　私経済　文献総数　（5703）
２　行政学 （4371）
３　狭義のカメラリズム：財政学 （430）
４　統計学 （187）
５　官房会計制度論 （105）
６　官房実践論 （133）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　　文献総数 （10929）

フンパートの『文献学』では、この他に「前
期カメラリスムス文献」（フンパートはこれを

「アカデミア以前のもの」としている）が 566 
掲げられている。フンパートは、1727年のハル
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＃４：Humpert,ibd.,"Vorwort…"
＃５：KUCZYNSKI Jürgen："Zur politökonomischen Ideologie in Deutschland
 vor 1850 und andere Studien." Akademie-Verlag, Berlin, 1960
＃６：KUCZYNSKI, ibd., "1.Die Kameralisten."　クチンスキーは次に、
 "2.Die Physiokraten"としている。

レとフランクフルト/Oにおけるアカデミヤ設
立を以てカメラリスムス学問が成立する時期
に入ったとしている＃４。上記の表はその範囲
の文献に関したものである。

以上の諸領域の中で、「私経済」領域の占め
る割合は、フムパートが掲げている「学問とし
てのカメラリスムス文献」数12231中の実に
48%（「私経済」には先に掲げた文献以外に「保
険分野」の113文献数を含む）にのぼる。いか
に「経済」を重視したものであるかが判明する
のであるが, このうち「農業・林業」が「私経済」
の中で37%（文献数：2164）を占めている。し
かも文献の中にはヨハン・ハインリッヒ・Ｇ・ユ
スティ（Johann Heinrich Gottlobs von JUSTI）
の著作のように複数回登場するものもかなり
あることを考えればこの文献総数に占める割
合はもっと高くなるのである。ドイツ地域は農
業を中心とした地域であったので、この数字は
当然だといえる。したがって各領邦国家の財政
収入体系も、これらの農業を中心とした産業を
基盤としたものでなくてはならなかったので
ある。むしろこの「農業」関係を基盤にして工
業技術を興していこうとするのが「カメラリズ
ム」学問の基本的姿勢だったと考えられる。「国
富」もこの上に成り立つものであった。ユルゲ
ン・クチンスキー（Jürgen KUCZYNSKI）の
指摘はドイツ地域で「経済学」が「国家学」の
基本をなし，すべて「国家学」の観点から学問
を体系化するさいの「自国内の産業による国富
観」というポイントを提供しているのではない
だろうか＃５。

以上のようなドイツ・カメラリスムスの政策
体系は，イギリスやフランスで同様な政策が展
開してきた「重商主義」の政策体系と相通じる
ところがある。エリ・ヘクシャー（Eli Filip 
HECKSCHER）が、ドイツでの「重商主義」
として「カメラリスムス学問」を指したのは以

上のような背景があったからであった。そして
前掲のクチンスキーもまた「カメラリスムス学
問」を同様に扱っている＃６。

国家の支出と、そのための収入体系がどうあ
るべきかという問題は，そのことが国家の安
寧・「福祉」問題として，一方にはそのような
課題の遂行のための「行政学（ポリツァイ）」
を成立させることになるのであったが，他方国
民生活の特に経済面の諸問題と関わっていた
ために，経済全体の法則的把握が問題となって
きたのであった。ここに「経済学」への橋渡し
が可能になってきたのであった。

（２）ユスティの体系
　１）ユスティの「カメラリスムス学問」の特

徴
ここでこの膨大な体系に挑んだユスティの

研究について観ていこう。ユスティの諸著作を
フンパートが次のように整理しているのは興
味あるところである（［表1］）

このフンパートの表で観ると、ユスティの研
究は、カメラリスムス学問の体系に関するもの
と、「私経済」で「農業」・「技術」の他は「行
政学」「財政学」に集中していることが判る。
そしてカメラリスムス学問の体系に属する研
究は『国家経済論』（1755/1758）とされている
のである。「集大成」とされているものは「論
説集」みたいなものであるから、フンパートが
考えている「体系」は経済的な観点からのもの
であると見做していい。
『国家経済論』（1755/1758）にあってユステ

ィが最大の関心を示しているのは、この当時に
興隆してきたブルジョアやウンタータンと呼
ばれる層の人々を国家権力が如何にして把握
するか、ということであった。ユスティはその
研究体系の中に、農業などの土地経済関係だけ
でなく、商業などを持ち込み、貨幣経済を追求
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＃７：KAWAMATA,川又祐「官房学」参照
＃８：JUSTI, Gutachten, SS.11-12

するに見えるが、それはその「貨幣」の担い手
としてこのブルジョアやウンタータンを考え
ているからである。

以上の基礎作りはユスティのアカデミヤ教
授への就任の1750年頃から始まる。

［表1：フムパートの分類の中でのユスティの研究の位置］

（"1755"など年号はユスティの文献の発行年。ユスティの文献の詳
細は［文献一覧：JUSTI］参照）：
Ⅰ．科学以前のカメラリスムス文献
Ⅱ．カメラリスムス学問の科学的形成期のカメラリスムス文献
Ａ．　カメラリスムス学問の全体の分野
１　カメラリスムス学問の歴史
２　カメラリスムス学問の大学の研究に関する提議
３　体系的基礎とテクスト
　1755：Staatswirthschaft 
４　集大成（時局的なものではないもの）
　1741：…Memoires
　1761-64：Oeconomische Schriften
　1761-64：Gesammelte politische und Finanzschriften* 
 *：Humpert "Policey-"にも掲げられている。
５　時局的なもの（省略）
６　索引的参考書および文庫
Ｂ．　カメラリスムス学問の個別部門
１　私経済学
a）農業
　1861-64：Oeconomische Schriften
　1758：Abhandlung von denen Manufacture
b）林業
c）テクノロジー
　1754-58：Neue Wahrheiten zum Vortheil der Naturkunde
　1760：Gesammelte chymische Schriften
２　行政学
a）　広義の行政学（= 総体としての国家学）
　1759：Die Chimaere
　1759：Der Grundrisz einer Guten Regierung
　1759/60：Die Wirkungen und Folgen sowohl der wahren
　1760：Die Natur und das Wesen der Staaten
　1760：Historische und juristische Schriften
　1761-64：Gesammelte politische und Finanzschriften
b）　狭義の行政学（= 経済政策）
　1756：Grundsaetze der Policeywissenschaft
　1760-61：Grundfeste
　1760：Abhandlung von der Macht Glueckseeligkeit und Credit
　1761：Abhandlungen von der Vollkommenheit der Landwirthschaft
　1762：Von dem Manufactur- und Fabrikreglement
　1759：Die Chimaere des Gleichgewichts
３　狭義の財政学（＝財政学）
　1762：Ausfuehrliche Abhandlung von denen Steuern und Abgaben
1766：System des Finanzwesens
４　統計学
５　カメラリスムス会計学
６　官房実務
Ｃ．　ドイツにおける重農主義との関係にあるもの
Ｄ．　ドイツにおけるスミス的なもの
Ⅲ．外国の文献の紹介
Ⅳ．カメラリスムス学問の隣接分野
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

　２）　1754年の体系
ユスティはウィーンの大学でカメラリスム

ス学問講座の主任として「国家学体系」に取り
組む。ユスティの研究は「国家経済論」を中心

にして「行政学」，「財政システム論」を展開し
ていった。その基本に措定されていたのは絶対
王政の時期に進行していたブルジョアジーの
把握とそれを社会の構成員として絶対主義国
家の経済的発展をどのようにしていくのか，と
いうことであった。ユスティのカメラリスムス
学問体系を最初に示したのは、1752年に「テレ
シア・アカデミー」（1746年創立）＃７という、
マリア・テレシアがウィーンに設立した大学で
のカメラリスムス学問講座のための「講座趣意
書」（通常「グートアハテン」と省略される）
である。

ユスティはこの講座の目的は「国家の至福」
（Glüeckseligkeit des Staats）を目指すことに
あり、そのためには国家の至福に資する統治術
の開発とこれにウンタータンがどのように寄
与するのか、という問題設定をする必要があ
る、とした。このことは、国家が十分な富の存
在によってその安全性を確保していることを
意味している。この場合に重要なのは「ウンタ
ータン」の直接・間接の国家への服従制度の確
立である。そのために、この講座では次の５つ
の講座が開設されるのであった＃８：

Ⅰ．行政学
Ⅱ．商業学と工業学
Ⅲ．そのためのいわゆるカメラリスムス学問

と財政学における講義と実践的演習
Ⅳ．国家や土地に関する経済学または家政術
Ⅴ．そしてそれに資する鉱山採掘業の学問の

特別講義

ユスティの「グートアハテン」に観るような
「カメラリスムス」の学問体系は，極めて多岐
にわたっていることから，これを種々のカテゴ
リーに分けて、それぞれ体系化しようという試
みは18世紀後半頃から行われるようになって
きてはいた。しかし「カメラリスムス」が封建
的絶対主義的王権の維持拡大をその基本とし
ていたことと，17－18世紀のドイツでは基本的
に「農業」を軸にした経済構造になっていたた
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めに，商業が盛んになってきていたとはいえ，
未だ工業生産を軸にした国家づくりとしての
学問，特にそれらを通じた人間社会の富の在り
方についての「経済学」は端緒に着いたばかり
であった。したがってこのカメラリスムス学問
は「経済学」を導き出すために社会生活の全体
系を展開する形をとったのであった。

しかしながらそのなかでも，ユスティの場合
には，次に観るように，貨幣制度・マニュファ
クチャなど種々の分野の研究をしていた：

1755　ドイツにおける貨幣制度の衰退の原因
1757　鉱物資源論
1758　マニュファクチュアと工場制工業について
1760-61　都市経済と農業の主要なことに関する経

済論
1761　土地経済と土地が生み出す高度な文化につい

て
1762　ビュルガー社会および住民の福祉のための租

税賦課と支出論

このように，一連の研究を概観するとユステ
ィの場合にはブルジョア社会の現状を踏まえ
た国家経済学が形成されつつあった，といえ
る。とはいえ、ユスティは結局は，通説評価に
あるように，「財政学」という個別科学によっ
て自己の体系を締め括ってしまうのであっ
た。それは多分にウンタータン管理の技術的
な、そして「人頭税」的賦課主義による管理統
制とユスティの置かれた、社会的身分の不安定
性（領邦諸国家を放浪した）が彼の学問の方向
性を「即効的」政策論へと向かわせたからであ
ろう。
　３）「国家経済論」と「行政学」

ユスティは1755年に『国家経済論』を発表し
た．その内容は次のものである（この体系は
1758年の第２版でも同じである）：
『国家経済論，または国土統治のための経済科学お
よびカメラリスムス学問』
第１部：国家資産の保持・増大に関する教え，した

がってまた，家政術ならびに国家統治術，行
政学および商業術．

　第１篇：統治の手段および基準，また国家資産の
維持・発展，そしてこれを通じてウンター
タンの生活の至福を助成することについ

て．
　第２篇：統治の手段および基準が国家資産の維持・

発展を容易にするためのウンタータンの義
務について．

第２部：国家資産の合理的消費に関する教え，した
がってまた、固有のカメラリスムス学問また
は財政学．

　第１篇：国家の巨大な支出とそのためのコスト．
　第２篇：国家支出．
　第３篇：財政管理．

ユスティは1759年には『統治論』を1760年に
は『都市および土地経済論』を，また同年に，『国
家の性質と本質について』を発表した。そして
それらを集大成したものとして，1760-61 年に

『国家権力および国家の至福、または行政科学
全体の詳細な概観』２巻本を発表する。その体
系は次のものであった：

第１巻：大地の豊穣な文化，人口，開墾，諸都市の
発展と栄光；同様に，マニュファクチュア工
場制工業および商業そしてすべての生活状態
との関連性

第２巻：家政，ブルジョア的美徳，内部安寧，火災
防御の公共設備，豊かさ,および貧困者への
援助、そこから帰結する最も重要な都市行政，
同様に行政学の実際的な認識が、そしてこの
体系の最後には「財政学」への橋渡しが伺わ
れる．

ここに展開されている内容は，土地文化から
始まって行政科学全般に亙るものであった．し
かもそこではその基調が「ウンタータンの生活
保障および福祉」にあるとされた。このことは
第２巻の第３部：「ウンタータンの道義に適っ
た生活状態と，そのことの公共の利益と個々の
家族の安寧・治安との関係について」で詳細に
扱われている。

２　ウンタータン管理（行政学）
（１）　「所有」体制の変化
　１）「ブルジョア」と「ウンタータン」
　［１］ 「市民」概念の変化

上記でみてきたように，「福祉」というのは
封建制度のもとでの被支配層である「臣民」
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＃９：JUSTI：Grundfeste, Erster Band. "Enleitung zu dem ganzen Werke",　S.6/ 10.
＊05：「臣民」（「ウンタータン」）のナショナルな側面
＊06："subjects-Untertan"--"bourgeois-Bürger" 
＊07：ゼッケンドルフ『ドイツ王侯国家』
＊08：ゼッケンドルフの「ウンタータン」論
＊09：「経済学」形成の一歩としての「租税論」
＊10：ユスティの体系と「財政学」

が, 当時の支配層である王侯・貴族に対して彼
らの経済生活を自らの手中に収めたことを背
景にして，口をきき始めたことと関係をしてい
た。 こ こ に「 臣 民 」 と い う の は"subjects-
Untertan"であり，"bourgeois-Bürger" の一員
として社会の一定の層を成し始めた階層のこ
とである＊05／＊06。

カメラリスムスは、「神聖ローマ帝国」内部
での「独立的権限」をもった諸領邦国家の財政
運営の処方箋構築、という形で形成されてきた
ものであって，まさに土地所有を基盤として、
特権的商人階層をバックに支配権を維持拡大
しようとする、絶対主義的王権の理論化を図ろ
うとするものであった。それはたとえばゼッケ
ンドルフ（Veit Ludwig von SECKENDORFF）

『ドイツ王侯国家』（1656）に如実に現れた＊07。
しかしながら，従来のカメラリスムス学問に

対する通説的評価は，カメラリスムス＝財政学
とするような論者も輩出したこともあって，国
庫論的な側面が強調され，しかも国王の収入体
系論的なものが強調されがちであった。ここで
重要視するべきは，たしかに「王権」維持・拡
大のための租税制度を軸にした財政学の体系
化の問題も重要ではあるが，ゼッケンドルフが
重要な課題として位置づけた「臣民＝ウンター
タン」の安寧・治安が「王権」、そして「キリ
スト教国家」の強固化の問題として考えられて
いることであった。ゼッケンドルフはザクセン
侯の許で諸侯との関係を考慮して国家の安寧・
治安を考えたのであるが，そのことは後のドイ
ツ全体の国家システムの問題として展開する
要素を備えていたのである。

　［２］ 「ウンタータン」
ウンタータンについては，まず「奴隷」では

なくて基本的に「自由」の身分であること，宗

教的にも自由であること，しかしながらその生
活は基本的に領主（君主）の管理の許にあるが，
それはあくまでも「法」的な管理のことであっ
た。ウンタータンは農業だけに従事していたの
ではなくて，商業に携わっていたし，このこと
が君主の土地所有に依拠する管理を超えた法
による管理を要請したのであった＊08。

　２）ユスティの「所有体系論」と「国家財政
システム」

ユスティは、この２つの市民範疇が示してい
る不動産と動産という、相異なった所有体系を
どのようにして統一的に管理していくのか、と
いう観点から、いわば租税の法体系の問題を提
起しているのである。したがって一連の「国家
経済」・「警察行政」から「国家論」へと体系化
していったあとに到達点としてブルジョア社
会と国家との関係から「国家財政のシステム」
を問題にしたのはユスティの本質と考えるべ
きなのであろう＊09。ただ，このような考え方
はマイナーな部分に属する。大抵は「財政学」
というのを特化してこの体系で学問が完成す
ると考えている節がある。この「ユスティの財
政学」については，池田浩太郎の次の論を参考
されたい：
『近世財政思想の生成』とくに「ユスティ」

に関する所説＊10

　３）ユスティのウンタータン（Unterthan）
と福祉の定義

ユスティはウンタータンと福祉を実施する
行政学（Policey）との関係 について、『国家
権力および国家の至福…』（1760-61）の「全体
への序論」の中で次のように述べている＃９：

　§.5：今日では "Policey"という言葉は一般的な意
味合いでは用いられない。
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＃10：KUCZYNSKI, ibd.,S.6.

　この言葉は次のような意味合いでは理解されてい
ない，つまり：それを通じて個々の家族が結合しお
互いが関係を持っていくために"Wohlfahrth"が設定
されるような国家の内的な制度というような。
　そうではなくて今や，この言葉は今日では三様に
理解されるのである。最も広い理解では，"Policey" 
の許では，国家の資産がしっかりと基礎づけられ，
国家が必要な時にそれを用いることができるしま
た，私人の資産が増大し，充分にそして有効に設定
されることにおいて，最善の状態になるように，国
内の土地利用の基準並びに方向性を定めることであ
り，そして主として，国家の力が共同体の善き状態
をつくり出すことなのである。商業学や都市・地方
経済，鉱山業の管理や森林業等々がこういった状態
にあり，したがって "Regierung"は個別の家族の
"Wohlfarth"を国家が善い状態になることとしっか
りと結びつけることこそが， "Policey"と見做される
のである。こういったことのいくつかは経済的な行
政学と呼ばれる。この呼び名はまったくどうでもよ
いようにみえる．…
　狭い意味での "Policey"では，ビュルガーの生活
がよい状態になることが要求され，そして，重要な
ことは，ウンタータンのよい方向への訓育と秩序の
把握および生活の気楽さと生計状態を良くしていく
方策が意味されるのである。
　またこのような理解では，個別の家族を一般的な
良好な状態にする"Wohlfarth" が意味されるのであ
る．…（S.6）
§9.："Policey"の３つの対象
　１）：動産
　２）：不動産
　３）：ウンタータンの道徳性　（S.10）

「警察行政」が国内の安寧・治安を目的とし，
そのことを体系化する試みが 17-18世紀のドイ
ツ地域での「国家学」なのである。そしてこの
作業を行ったのがユスティなどのカメラリス
トなのであった。ユスティの「ポリツァイ」論
の基本線は次の２点で築かれている：

１　資産の管理
２　国民生活全体の安定化
この「資産」が動産・不動産の２つのカテゴ

リーから成り，それを担っている層が，従来の
イエ的な貴族と「ビュルガー」であり，その２
つのカテゴリーを支えている「ウンタータン」

が存在し，これらすべてを括った形での国家生
活の安寧・治安が問題なのであった。

この場合，国家生活の中に「資産」流通的な
ものが入り込んで，商業関係を通じた人間関係
の形成がみられるようになってくるのであっ
た。そしてこれを軸にした「経済学」が成り立
つ要素が存在するのであり，時代は時間的空間
的に下って18－19世紀にドイツでは「カメラリ
スムス」的な「民族＝国民経済学」の模索とな
るのであった。そこでは，この「貴族」と「ビ
ュルガー」（ウンタータンを含む）の２つのカ
テゴリーからなる「市民」がつくりだす「資産」、
特にウンタータンが得てきた貨幣的資産への
租税の賦課を通じて，王国が，いかにして己の
財政をまかなっていくのか，ということが関心
事となって経済・財政政策が模索された。クチ
ンスキーはカメラリスト達の仕事に関して次
のように述べた：

　彼らの主要な課題は、封建領主のために、ウンタ
ータンへの圧迫を通じて、資金を調達することにあ
った,…＃10

（３）"Kapital"概念の体系への導入と位置づけ
　１）人頭税

こ の 当 時 の ド イ ツ で は "capital"や 
"civilisation" という概念は、16世紀頃からフラ
ンスやイギリスの文化のドイツ地域への流入
のなかで存在はしていたが、歴史的現実のなか
ではドイツ特有の種々の響きをもったものと
なっていた。現在私たちの社会でもっている
"capital"概念は "civilisation"と一体をなしてい
て、イギリスやフランスからこの概念が流入し
てきても、ドイツ地域では「異文化」状態で存
在していたが、「国民国家」意識がたかまり、「国
民」との関係でこの「市民」という概念は18世
紀終り頃から19世紀半ばにかけて実態化して
来る。

"capital"　概念は用語としてはドイツでは、
最初は租税賦課との関連で用いられた。人頭税
としてである。1656年にゼッケンドルフは『ド
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＃11：BECHER, S.124/ HILGER M, S.401./
＃12：GASSER,Einleitung, "Vorbericht",S.9
＃13：GASSER.ibd.,Capt XVII. Vom Zoll und Geleite.（S.288）
＃14：JUSTI, Gutachten, S.28
＊11："capite"/"capitali"/"capitalis"/
＊12：ユスティの体系（「グートアハテン」）

イツ王国論』でこれを用いている。元来 
"capital"が人間の「身体」特に「頭」を表すも
の "copf"/"capo" から転じ、その具体的な形を
あらわす "capite"/"capitali"/"capitalis"として用
いられている例は、イングランドの最古の人口
統計記録とされる『ドムズデイ・ブック』（1086
年頃）や、1215年の『マグナ・カルタ』での例
に観られる。この概念は人間社会の支配層の各
成員に対するものではなくて、むしろ、その支
配層が被支配層の人民を把握する概念として、
頭数で観念されていることが、処刑の用語 
"capital punishment" や「資産」として用いら
れてきたのであった＊11。そうであれば、数概
念に転化するのは容易であろう。前掲のゼッケ
ンドルフの例は「人頭」概念を「収入」（貨幣量）
に関連づけたものを意味した。

　２）「資産」
これに対してベッヒャーは、この数概念を、

1668年の時点で「貨幣」そして「フォンド」の
意味での "capital"で用いている点は、このこと
が特に「商業」の場合に適用されているとはい
え、後にこの"capital" が「収入」源、しかも恒
常的なものとして措定される点で画期的なの
である。ヒルガーも16-17世紀にドイツ地域で
貨幣経済が発展して来る中で、ベッヒャーが商
業で、特に「自由と貨幣」、の進展の象徴とし
て「資本」概念を用いたことを高く評価してい
る＃11。

ドイツでは長年に亙って領邦国家が群居す
る状態が続いてきた。先程挙げたゼッケンドル
フの『ドイツ王国論』はそのような群雄割拠の
なかで、特殊ザクセン国家のみに適用されるの
ではなくて、広く「教科書」として流布し、ド
イツ統一国家の機運造りに一役かってきた。
1727年にはプロシアのフリードリヒＩ世によ

って、ハルレ（Halle）とフランクフルト/O.　
に大学が設置され、ここで「カメラリスムス学
問」の講座が開設されてドイツ統一国家を目指
した普遍的な「国家学」体系造りが開始された。

ハルレではガッセルが大学開設と同時に教
授としてこの講座を担当し、1729年には『経済
学とカメラリスムス学問のための序説』を著し
た。このなかでは先ず、「序論」でこの時期の
大学に学びに来る人々はかなり負担を強いら
れるが、このことに関して最小限の「経済学の
原理」（principiis œconomicis）を身に着けて
お金が足りなくなった状態は「資本」（Capitalia）
とはどのようなもので、それを活用すれば解決
に資するのだと述べた＃12。そしてそれだけに
留まらずに、第17章の「関税論」のなかでは、
ゼッケンドルフにならって、その当時の国家が
戦争に依存しなければならない状態にあるの
でそのための費用を商人から賄う必要があり、
これは関税を「資本」（Capitul）として設定す
るとする＃13。

オーストリアでも、マリア・テレシアがアカ
デミー（大学）を設立し、その教授に就任した
ユスティは前述したように、1752年にはこの大
学で、「国家の至福化に資したカメラリスムス
学問講座」の体系（「グートアハテン」）を発表
す る。 ユ ス テ ィ は そ の な か の「 行 政 学

（Policeywissenschaft）」の体系において、外国
の商業・銀行による国民経済の把握問題として

「資本」（capitalien）が用いられていることを
挙げて、このことがまたその国の貨幣量の数量
を 決 定 す る 因 に な っ て い る と 論 じ て い
る＃14／＊12。

ユスティは、1755年に『国家経済論』を発表
するが、ここでは、"capital"は動産所得体系と
の関係で、ウンタータン等の土地から切り離さ
れた人々に対する課税方法の探索のなかで人
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＃15：JUSTI, Staatswirthschaft, §§345-353…1758年版も全く同じ
＃16：ROSCHER, Geschichte, S.419 
 SMALL, Cameralists, pp.278-279.
 HUME, "IV. Of Interest."参照
＃17：JUSTI, Grundfeste, Bd.1,§§.333-334/ §.396
＃18：HOERNIGK,Oesterreich, S.90.
＃19：BLAICH,Epoche,S.24.
＃20：JUNG,Handlungswissenschaft.§.899.
＃21：WYSOCKI,Zur kameralistischen Theorie, SS.134-5.
＊13：ダルイェスの国家の収入源としての「資本」の採用
＊14：ローテンブルグの「ヴァイサー塔」

頭税的なのだが、しかしこれらの人々の社会的
な地位などを考慮して賦課するのに、「資本税」

（Capitaliensteuer）を以てしている＃15。
この翌年の1756年にはユスティの影響を受

けたといわれるダルイェスが『カメラリスムス
学問の根本』を発表して、"capital" 概念を、や
はり恒常的な収入源として国家の歳入源とし
て設定するとともに特にこれをウンタータン
の所得と結びつけている＊13。ここでは特にウ
ンタータンの年々の収入を「資本」（フォンド）
で確保することが述べられていて（cf. 第４部：

固有のカメラリズム；第２・第４章：ウンタータンの

富、王国の収入の源泉としてどのようにしたら拡大し

ていくことができるのか）、「資本」が常に収入を
満たしていく手段として論じられていること
が 手 伝 っ て か、 ロ ッ シ ャ ー（Wilhelm 
ROSCHER）が「資本」概念をカメラリスムス
学問としては初めて本格的に取り入れ、カメラ
リスムス学問の基礎を築いたとダルイェスを
評 価 し て い る し、 ま た ス モ ー ル（Albion 
SMALL）もこのロッシャーの言によってダル
イェスの位置づけを行っている。この場合、こ
の「資本」導入にはディヴィド・ヒューム（David 
HUME）の影響があったとされる。ヒューム
は"Political Discourses"（1752）で「利子」に
ついて論じ、これが単なる「貨幣量」などでそ
れまでのカメラリストによって説明されてき
たような「資本」概念とは、異なるものである、
という評価がなされている＃16。

ユスティは1860-61年にかけて『国家権力お
よび国家至福に関する根本的把握』２巻本を刊
行するが、このなかでも「資本」概念はウンタ
ータン等商業に携わっている主として都市で

生活している人々それ自体および都市経済に
おける不慮の事態（物価騰貴など）に備えた、
貨幣や穀物から成る資産の補充に関して、資産
全体をどうやって維持していくのかという点
に用いられている＃17。

このような形で、経済生活が貨幣化してくる
環境変化のなかで本来の「土地」的環境からは
はみ出た商人の活動が盛んになってくるなか、
ユダヤ人や「非キリスト教高利貸」＃18である
このような人々の存在が無視できなくなった
現在、むしろこれまでの封建貴族社会の不動産
的資産体系のみの世界から、動産的資産をも計
算に入れた世界を共通に統御する法則を見い
だしていこうというのがユスティなど後期カ
メラリストの立場であった。

ユンクのように、フランスの「フィジオクラ
ート」を理解していたとされる場合でも＃19、「資
本」は商人と結びついた概念でしかなかっ
た＃20。

ヴィソッキはこのことについて、商業や産業
が未発達な共同体国家にあって、これらが生み
出す「資本産物の危険性と動産把握の困難性」
からくる当時の「土地経済」的経済構造とそれ
の範囲内でしか理論化できなかったカメラリ
スムス学問の宿命であることを指摘してい
る＃21。

ドイツ、特に南部はカトリックが強い影響を
もたらしていて、王侯などはその支配権力をカ
トリックの傘のなかで伸張しようとして修道
院などの長に貴族を配していき、「非キリスト
教者」を迫害する政策をとっていく中（ローテ
ンブルグなどの中世都市でこのことは顕著で
あった＊14）、「後期カメラリスト」達は、これ
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＃22：Weber Fr.,Einleitung, S.12.
＃23：Soden, Die Nazional=Oekonomie, Erster Band, S.134.
＃24：STURM, Encyklopaedie, SS.341-342.
＃25：STURM, Encyklopaedie, S.4.
＊15：ゾーデン『国民経済学』の構成（1805-1810）

らの人々をも包摂した形で「不動産・動産」の
所有体制を生かした国家収入体制を模索した
のだった。

（３）K.H.Rau の整理
　１）19世紀初頭の「カメラリスムス学問」

の位置づけ

Ｆ・Ｂ・ウェーバーは『カメラリスムス研究
概説』（1803）を発表して、「カメラリスムス」
学問を次の３つのカテゴリーで分析した：

１　カメラリスムス学問の本質・システム．
２　カメラリスムス学問とその周辺の学問
３　カメラリスムス学問とカメラリスムス・ポリツ

ァイ論の本質の歴史

この３つのカテゴリーそれぞれの研究をし
ていく場合に，先行研究としてはどのようなも
のが役に立つかを論じたものであるが，そのな
かで，カメラリスムスの本質を，実践的なもの
と理論的なものとに分けて，理論的なものに関
しては大体において，周辺学問からの「借り物」
であることを主張している。そしてこの学問
は、国政者のためのものである、と断じてい
る＃22。

これに対してゾーデンは1805年に『国民経済
学』（Die Nazional=Oekonomie）を「国富の源
泉および豊富化の手段に関する哲学的な考察」
と銘打って発表した＊15。ここにはアダム・ス
ミスの影響が大きく認められる。そしてこれま
でに概観してきたカメラリスムス学問が「資
本」を国富形成の生産部面ではなくて、むしろ
外部的な商業に求め、王国体制の秩序維持のた
めの人民の掌握手段として、貨幣数量の面から
のみ考えていたのに対して、生産システムとの
関係でゾーデンは「資本」を考察している＃23。

しかしながら、このゾーデンのような研究は
この当時は今だ尚早だったようである。その２

年後（1807）に発表されたＫ・Ｃ・ストゥール
ムの『カメラリスムス百科事典』は、対象が「カ
メラリスムス学問」であるということが決定的
なのであろうが、「資本」は未だに「租税賦課」
との関係で扱われている＃24。

とはいえ、ストゥールムの貢献は「カメラリ
スムス学問」を大きく２つに分けて「経済学」
の体系化への橋渡しをおこなった点にある＃25：

第１：国民の福祉（National Wohlstande）の源泉
についての教説

　＊：土地経済あるいは生産論
　＊：技術学（工業生産法）
　＊：商業論
第２：一般的国家目的のためのこれらの源泉の支配

とその利用についての教説
　＊：行政学
　＊：カメラリスムス（財政論）

　「カメラリスムス」の体系のこのような分
類・再構成は，次の、Ｋ・ラウのカメラリスム
ス学問の理解、およびその経済学体系化を考え
ていくための重要な指針である。

２）『カメラリスムス学問大綱』（1823）
ラウはストゥールムが分類したような方法

で「カメラリスムス」の体系を問題にしていく
が，この場合にラウが重視したことは，ストゥ
ールムが、「第１」で位置づけた生産・分配の
問題のなかで，特に，「物的財」を重視してこ
の財の生産のための財（Vermögen）を取り上
げて，この財を軸にして諸生産関係を分析しよ
うとしたことである。

ラウがカメラリスムス学問の体系を再構築
するに当たって当のカメラリスムス学問をど
のように理解したかを考察してみよう。ラウは
1823年に『カメラリスムス学問の概観』を発表
して，「カメラリスムス学問の概念とその本質」
を明らかにしようとするのであるが，そこで採
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＃26：RAU, Ueber, S.29
＊16：「カメラリスト」ラウ

られた手法は，その「本質」をすべて「経済」
に収斂させて，それを体系化して示す，という
ものであった。そこでは最初に一般的な経済学
範疇の問題が採り上げられて，ついで「市民経
済学」／「公共経済学（政治経済学）」が体系
的に考察される。「市民経済学」は「生計に関
する学問」・「家政学」とし、前者は、鉱山業・
農業・狩猟・林業／工業（技術学）／商業等々，
そして「公共経済学」の方は，「純粋国民経済学」
／「実践的国民経済学」に分けて，この最後の
ものを「経済政策」と「国家経済」とに分けて
体系化を図ったのであった。

　３）『カメラリスムス学問について』（1825）
　［１］ 「カメラリスムス」の内容とその発展

この「カメラリスムス学問」の整理を経て，
２年後の1825年にその学問の発展的展開を企
画した、『カメラリスムス学問について―その
本質とそのなかでの種々の分野の発展』を用い
て検討してみよう：

　ラウのテーマは、最初に「カメラリスムス」とは
どういうものかを、語の意味とその領域から考察す
る。最初は各領邦国家の法的財務術であった「カメ
ラリスムス」はゼッケンドルフの研究などを経て、
1727年のプロシアのフリードリヒＩ世による「カメ
ラリスムス学問の学校」設立以来「国民資産」形成
による「王国経済」の確立が主眼となっていくこと、
そしてユスティの体系が新たに起こってきた「私的
経済学」を「行政学」的に統合したものとして「カ
メラリスムス学問体系」が構築されると同時にそれ
があたらしい学問「国家学」の成立を予見したもの
であるとした。

　［２］ 私経済と「資本」の位置づけ
では「新しい」要素はどのようなものか。そ

れは「私的経済」システムにおける「国民的資
産」としての「資本」、そしてそれを担う「ブ
ルジョア（Bürger）」と「労働者・民（Unterthan）」
の領邦国家内での活動とその結果とであっ
た。これは従来の「理論」の枠外であった。「カ
メラリスムス学問」は「実社会」を体現したも

のであった。「私経済学」を組み立てるにして
も、この「資本」と在来の経済構造が整合する
かどうか問題であった。ラウは次のように問題
提起している：

　機械体系および分業の結果が, 資本の作用を研究
しなければならないとするなら、その問題を解決す
るためには、土地経済に巨大資本を適用する場合、
コストはどのように変化するのだろうか、また大・
小の土地財の粗・純利益はどのようにして得られる
のであろうか。どのように土地利用すれば巨大な地
代はなくすことができるのだろうか,等々。これは
営業知識から解決できることなのだろうか。 
 （S.25）

ラウは「商業」やそのための制度である銀行
などの金融制度ではこの私的なビュルガーを
統制できず、したがってこの問題は解決できな
いと考え、ユスティなどと同じに、ここに「国
家」を持ち込むのであった。ラウの学問の基本
が「カメラリスト的」といわれるのは、このよ
うな「外部」要因を経済分析に持ち込んだから
であろう＊16。

　［３］ ビュルガーと国家臣民
以上がラウのカメラリスムス学問整理であ

るが，このなかに，すでに，カメラリスムス学
問から経済学を構成する要素を体系化してい
ることが判る。そして，ユスティが明らかにし
てきたように，国民経済全体を把握しようとい
う意図が伺われるのである。この場合§15のテ
ーマの中で展開されているのをみてみると，各
イエからなる社会は種々の共同体を結合して
いるのであるが，そのなかには国家の成員とし
てのビュルガーとウンタータンを含み，最終的
には，その国の人間と世界的ビュルガーの集合
体になっていく，とラウは考える。ここに18世
紀後半に展開されてくる，いわゆる「ブルジョ
ア社会」としてドイツの社会が展開していく方
向を導き出したと考えられる＃26。
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＃27：STORCH, Statistische Übersicht, S.116.
＃28：STORCH, ibd., S.12.
＃29：STORCH, 『サンクト・ペテルブルグの鳥瞰図』、English ed.,pp.85-88
＃30：STORCH, Historisch, Theil II.S.7

３　シュトルヒとラウ
（１）シュトルヒ
　１）鳥瞰図：ペテルブルグ・ロシア帝国・そ

の統計（1792-1795）
ドイツでは「カメラリスムス学問」の整理を

通じて「経済学」が独自の体系で，成立するの
は19世紀に入ってからである。それは、カール・
ハインリッヒ・ラウが外国語（フランス語）で
書かれた経済学の文献をドイツ語に訳をして、

『経済学ハンドブック』として発表した1819年
を以て開始された。

ラウ『ハンドブック』のフランス語の原本は
ドイツ系ロシア人のアンドレイ・カルロヴィッ
チ・シュトルヒ（Шторх,Андрей Карлович, 
1766-1835：Heinrich Friedrich von Storch, 
Henri Storch）が1815年にペテルブルグで発表
したものであった。シュトルヒはリガで1766年
に生まれ，ドイツのハイデルベルグやイエナに
留学し，その当時のドイツ地域で盛んだった

「カメラリスムス学問」を身につけて，ロシア
に戻ってからは，主として，サンクト・ペテル
ブルグのロシア宮廷で皇太子への教育活動な
どをおこなった。

　シュトルヒは「経済学」以前に，次の文献
をドイツ語で発表している［（STORCH…）は［文

献一覧］上のもの］：
＊『サンクト・ペテルブルグの鳥瞰図』，1792.

（STORCH ［1］）
＊『ロシア帝国の独自な文化状態による各行政区画

の統計的概観』,1795.
　　（STORCH ［2］）
＊『18世紀末のロシア帝国の歴史的・統計的鳥瞰図』

全8巻＋補巻
　　1－2巻：1797 ／３巻以降：1799-1803 （STORCH 

［3］）

シュトルヒは18世紀後半のロシアにあって
も「市民社会」化が進んでいるという認識のも
とに種々その実態を観察している。それはサン
クト・ペテルブルグやモスクワの概観を描くな

かで（1792-1796）色濃く現れた。そのような
研究のなかで，1795年にはロシアを統計的に概
観しようとして上記の『統計的概観』を出版し，
ロシア全人口33,000,000人中，「ビュルガー」人
口が 293,793人という結果を明らかにした＃27。
さてしかしながら，この人口は，外国人をも計
算に入れたものである。特にリガなどいわばド
イツの「コロニー」として成立した都市では，

「ロシア人」のリガ人口に占める割合は少ない
（6000/526,882）＃28。またサンクト・ペテルブ
ルグではその都市の性格がいわば国際都市で
あり「コロニー的都市」であるので，ロシア人
は帝国の首都であるにもかかわらず，シュトル
ヒ に よ れ ば1800年 の 段 階 で，193,000 ／
230,000，83.9％であった＃29。

さて，シュトルヒの「ビュルガー」基準は何
に求められるのであろうか。上記の『18世紀末
のロシア帝国の歴史的・統計的鳥瞰図』では，
これを「産業」の形に求めて，次のように定義
されている：

　ビュルガー的な産業の全ての変化は，３つの根本
的なものにその根源を有すると観ていいだろう。産
出，加工，そして3つめには自然産物の交換である。
つくり出される、または産出産業には，狩猟，漁業，
畜産業，がある＃30。

シュトルヒの体系に関しては，彼自身のシス
テム論ははっきりとはしないのであるが，『鳥
瞰図』２文献の中で,特に1797-1803年の８巻本
がロシア帝国の人間生活および国家存在の物
質的基盤の状態を表すものとしてみるならば，
データの統計的処理による総括図が巻末につ
けられるというようなことを考慮して，後にシ
ュタインが『国家学のシステム』を論ずる場合
に，国家学体系の基礎としての「統計学」を出
発点として，そこで用いられたデータの解析・
理論化（経済学）ということが次の課題になる
というのを考慮すれば（註釈の＊21参照），シュト
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＃31：STORCH, Cours,1815 ed.,Ｉ.p.1/ 1823 ed.,Ｉ. p.1/ deutsch, Bd.1. S.1.
＃32：STORCH, Cours,Ｉ.1815 ed.,p.21/ Deutsch.S.8.
＃33： Императорская Αкадемия Ηаукъ, Задачи, No 2/ No 3, ит.д.（STORCH ［5］）
＊17：シュトルヒ『経済学教程』の内容

ルヒの場合にも『鳥瞰図』の次に設定される学
問は「経済学」であった，と見ていいのではな
いか。

シュトルヒが1815年に出版した、『経済学教
程』の第１巻の「序説」は次のテーマをもって
いた（ドイツ語の翻訳は「序説」の扉なしの本題で、

しかも「国家学の諸分野について」となっている）：
国家の科学を構成している種々の教説の差

異の概略
そしてここでは「経済学教程」の教義という

ものがもっと大きなカテゴリーである「国家
学」の一領域にすぎず，「国家学」なしには不
十分なものになってしまう，と述べられてい
る＃31。

シュトルヒは具体的に「国家学」の種々の領
域はどのようなものなのかを「序説」の末に図
式化している。それを示しておく＃32：

国家学を構成している諸教義の方法論的分類
国家の科学は，政治学・社会科学・政治学の補助的

実証科学，から成り立っている。
政治学は国家の繁栄のために，国家機関，その外的

安全性，内的安全性の３つに分けられる：つまり
立法政治（憲法）・外交・内政（市民権と刑罰の
科学・経済法および財政法の科学）

社会科学はその原理を引き出す源や政治的なものに
関するもので次のよになる：

　　公法一般・市民法・私法・経済学
　政治学の補助的実証科学は原理の応用のために必
要なもので構成されている：公法・市民法・私法の
適用例および経済法や財政法，そして　以上のカテ
ゴリーは歴史学や統計学である。

シュトルヒにあっては，経済学は国家学の一
構成要素なのであるがこの場合，まず憲法や外
交政策，そして市民法を形作る市民権の権利と
義務に関する一般的概論があり，そのもとに，

「市民社会」の法学・経済学が総論として存在
していて，最後に歴史学や統計学で総括される
ような個別の具体的な政策が存在するのであ
る。

シュトルヒはこの『経済学教程』の第２版を
パリで1823年に，Ｊ・Ｂ・セイの註釈付きで４
巻本で刊行したが，翌1824年に第５巻として

『国家収入の性質についての考察』を出版し，
「財政学」へと移行していくかに見えるがそれ
は明確にはならなかった。シュトルヒのように
フランスなどの「市民」概念を当時のロシアで
用いていれば、これに対する思想攻撃は大きい
ものがあったと思われる。1826年にシュトルヒ
などが当時のペテルブルグの帝国アカデミア
から質問状を突きつけられていること、その内
容の中には、例えば「人民の声は神の声か」と
か、「多くの意見がぶつかり合えばそこから真
理が生ずる、とは？」等々、かなり露骨なもの
が含まれているから、そのような状況の下では
思考活動や、ましてや、宮廷での教育などもっ
ての外であったと思われる＃33。

　２）『経済学教程』（1815）
シュトルヒは、ロシアのリガで1815年にフラ

ンス語で，ロシア宮廷用の教科書『経済学教程』
全６巻を刊行した（STORCH ［4］）＊17。
タイトル：『経済学教程，または国民の繁栄を

決定する原理の説明』
予備的論説：国家科学を構成する諸教

説の差異の概観
一般的導入，あるいは経済学への序説
第１部：国富の理論
第２部：シヴィライゼーションの理論

シュトルヒのこの版は、後の1823年にＪ・Ｂ・
セイの注釈付きで４巻本としてパリで出版さ
れた（STORCH ［4-2］）。シュトルヒは第１部の「国
富の理論」の中では最初にそれまでの経済学に
関する学説史を展開し，次いで，富の生産・富
の蓄積・富の第１次分配としての収入・２次分
配としての流通・通貨・信用・消費・国富の自
然的進歩という形での展開をしている。
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＃34：（Tome 5/ deutsch Bd.2）
＃35：（1823年版,III,pp.309以下）
＊18：ラウ『国民経済学ハンドブック』の構成

シュトルヒが第２部で問題にしている「シヴ
ィライゼーションの理論（ドイツ語訳では「社
会的なものの形成論」）」は，次の構成になって
いる＃34：
１：シヴィライゼーションの要素，あるいは，内的財

について
２：シヴィライゼーションの自然的進歩について
＊： 結論（ここでは次のような問題提起になってい

る）：
第１章：非物質的な労働に対する富の影響
第２章：産業へのシヴィライゼーションの影響
第３章：富とシヴィライゼーションはどのようにし

てお互いに価値をその構成物の交換という
形によって増大させていくのだろうか．そ
の均衡は国民を繁栄させるのである。

セイは以上のことに関して，不可能なことである，
と注をつけている＃35。

これらの研究では，ロシアにあって，「商業」
に従事している人間は「市民」であると考えら
れていたようである。これは観念上のフランス
経由のものであったのではないだろうか。文化
思想はフランス経由で特にロシア宮廷には入
り込んでいたのではないだろうか。シュトルヒ
がフランス語で宮廷での皇太子など権力の最
上層の貴族用の教科書として「経済学」をサン
クト・ペテルブルグで発行したということが，
このことを物語っているのではないだろう
か。現実のフランス革命を体験してきたセイに
は観念論として映じたのであった。

（２）ラウ
　１）シュトルヒ『経済学教程』のラウによる

翻訳書『国民経済学ハンドブック』（1819）
（STORCH ［4-td］）

ラウはシュトルヒのフランス語版の『経済学
教程』（1815年版）6巻本を３巻本にまとめてド
イツ語で1919年に『国民経済学ハンドブック』
というタイトルで翻訳出版する＊18。したがっ
て，ラウはカメラリスムス学問の整理（1823-25
年）以前に，経済学の体系を考えていたことに
なる。

ラウ版のシュトルヒ『経済学教程』の内容は
次のものであった：
タイトル：国家= 経済学（National = Wirthschaftslehre）

ハンドブック
　＊国家学を構成する部分について
　＊国民経済学（Volkswirthschaftslehre）序論
　第１部：国民の資産について
　第２部：社会的なものの形成について
　＊綜括：福祉と社会的なものの形成相互の相反した

作用

シュトルヒの「経済学は」、イギリスやフラ
ンスの「古典派経済学」の影響を色濃く反映し
たものである。ラウは1819年にこの初版をドイ
ツ語に翻訳するに当たって、シュトルヒの用い
た「資本」という概念や、「文明」という語の
解釈にかなり苦労をしている。

シュトルヒの原文はタイトルが『経済学教程，
または国民の繁栄を決定する原理の説明』であ
るのと，第１部のタイトルが「国富の理論」と
いうのはさておいて，第２部「社会的なものの
形成について」（Von der geselligen Bildung）
は，フランス語の原文は「シヴィライゼーショ
ンの理論」（Théorie de la civilisation）である
のでドイツの世界とフランスから輸入した文
化の違いが読み取れる（シュトルヒとラウの文
化思想の違いは［註釈］の＊17と＊18とを比較
すると判明する）。

　２）『経済学教程』全３巻（1826-1832）
ラウは自己の経済学の体系を築き上げる前

に，まず，シュトルヒを通じて「経済学」の概
念を把み，その後にドイツで展開されていたカ
メラリスムス学問の膨大な，種々雑多な体系の
分析を試み，そこから自己の経済学の体系を見
出しているのであった。

ラウは「カメラリスムス」の体系を再構築し
て，ドイツでは初めての「経済学体系」を作り
上げた．それが次の文献であった：
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＃36：STEIN, System,Bd.1,SS.23-26
＊19：ラウの『経済学教程』
＊20：ロッシャーの体系：全５巻の内容
＊21：シュタイン『国家学体系』の構成

『経済学教程』＊19

第１巻：国民経済学, 1826
第２巻：経済政策（国民経済の保護育成）, 1828
第３巻：財政学, 1832-37.

以後，このラウの経済学体系はロッシャーや
カール・メンガー等に大きな影響をもたらし，
また財政学の面ではアドルフ・ワグナーを輩出
するのであった。

（３）Staats=Wissenschaft…まとめ
カメラリスムス学問は種々の国民・国家生活

のカテゴリーで成り立っていたので，ここに社
会科学の体系総体を「国家」で締め括ろうとす
る試みもなされ，ドイツに特有な「国家学」

（Staatswissenschaft）の体系化を図ろうとする
学者も現れてくる。そこで最後にその問題を考
察しておこう。

　１）ロッシャー『国民経済学の体系』
Ｋ・Ｈ・ラウにしてもＷ・ロッシャーにして

も彼らが示したものは「経済学体系」であった。
この「経済学」がラウの場合にはその全体は

「経済学教程（Lehrbuch der politischen Oekonomie）」
であって，

第１巻：国民経済（Volkswirthschaft）教程の原理

第２巻：国民経済の育成

第３巻：財政学の原理

という内容構成になっていた。そしてこの体
系が1826-1837で完成するのであった。

ロッシャーの体系：「国民経済（Volkswirthschaft）
の体系」

第１巻：国民経済学（Nationalökonomie）の基礎
第２巻：農業耕作の国民経済学（Nationalökonomik）
第３巻：商業および産業の国民経済学
第４巻：財政学の体系
第５巻：貧困救済と救貧政策

この体系は1854-1886で第４巻までが完成し，
第５巻は著者の死後に遺著として1894年に公
表された＊20。

　２）ローレンツ・フォン・シュタインの「国
家学体系」

「国家学体系」を先ず第一のものとして唱導
しているのは，Ｌ・ｖ・シュタインである。そ
の体系はどうであろうか。
「国家学の体系」
第１巻：統計学・人口学の体系
第２巻：社会学（Gesellschaftslehre）
この体系は1852－56年にかけてその骨格が

形成される。ここでその形成された『国家学体
系』＊21内容を考察してみよう。

シュタインは最初に第１巻：国家学の概念と
題して生活と学問の関係について論じてい
る。ここで注目すべきことは，人間生活につい
てその組織的生活は「国家」という形をとると
いうことである。

＊　概念の内容：
Ⅰ　生活概念
Ⅱ　生活原理
Ⅲ　生活組織（国家学体系）
シュタインは人間の生活はその実際の形態

は種々様々な生活同士の関係によるもので，
「科学」の限界がそこには見られるのであって，
それを解決すべく国家が統括者として存在す
るというものである＃36。最初は一般的なこと
として，社会生活と人間集団のデータ的現実

（統計学と人口学）を考察し，続いて，生活上
の特殊的な経済面についての考察を「現実の活
動している国家学」の立場から，「財貨の本質・
社会」を明らかにして，固有の国家学を配置し
て行くのであった。そしてこの「財貨の本質」
をそれを生み出す機構とともに独立した考察
として公表したのが，1858年の『国民経済学教
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程』であった。その後シュタインの研究は主と
して「国家学」に移行し，1860年に『財政学教
程』を，その後は「行政学」へと移って行き，「法」
中心とした人間生活・社会の考え方になって行
ったのであった。

 
------------------------------------------------------------------------------------

ここでは「体系」のみを示した。その内容、
形成過程は次の課題である。
------------------------------------------------------------------------------------

［註釈］
＊01：「国庫主義」

国庫主義（カメラリスムス）とは国庫（カメラ）収入をふやす
ための政治・経済政策であり、国庫学（カメラリスティーク）

はそのための政治・経済行政学である。国庫主義は重
商主義（マーカンティリズム）のドイツ版であるが、「重商主義」
がアダム・スミスの絶対主義的経済政策批判に発する、
いわばあとからの造語であるのにたいし、「国庫主義」
は同時代のドイツの用語である。

重商主義は絶対主義的＝軍事的権力国家の経済政策
として、権力国家を支える富の集積をめざし、端的に
は貿易差額のできうるかぎり大きな黒字によってそれ
を達成しようとしたが、その過程では輸入制限。輸出
促進の関税統制と、輸出のための国内産業の育成も重
要な国策となる。

ドイツの国庫主義も基本的には同じ性格をもつが、
海外貿易は先進諸国に制せられ、全ドイツ的経済政策
の主体が欠落したまま諸領邦国家がそれぞれの国庫主
義をもって対抗しあっていたドイツにおいては、経済
政策もいきおい「内向き」になり、自邦の物的・人的
資源をいかに開発し、そこからしていかに国庫収入を
ふやすかの政策に流れざるをえない。 （SAKAI E,坂
井榮八郎, 35ページ）

＊02：ドイツの「国家学」研究
ニールセンは、ドイツでは、国民経済学の発展に大

きな作用をしたのは、各領邦国家を単位とした国富政
策であり、それにはアリストテレスの学説［『政治学』
や『ニコマコス倫理学』］が大なるものをもっていた。
少なくとも17世紀半ば頃まではこの地域では、他のフ
ランスなどで顕著であった「人間」について何か考え
るよりも、「国家」論の確立の方が重要と考えられて
いたという。「人間」論はキリスト教の影響のもとで、

「聖書」的存在にあまんじていたと論じている。
 （cf.NIELSEN, Axel,SS.2-3）

＊03：「カメラリスムス」の大学での講座化
バウムスタルクは「カメラリスムス学問の本質の歴

史的発展」の第１段階にとして、カメラリスムス学問
が1727年の「講座」設置以後、領邦諸国家で次々と「講
座」開設がなされていく様子を年代を追って展開して
いる。それによると、1727年のハルレとフランクフル
ト/Oから始まって、1789年まで、1730/ 1741/ 1742/ 
1745/ 1751/ 1752/ 1760/ 1761/ 1764/ 1770/ 1774/ 
1777/ 1782/ 1784/ 1789に亙ってこの「講座」が設置
されて行っている。そしてこの学問の重要性は、外国
にも飛び火して、1751年にはイギリスのオックスフォ
ードでも「講座」が設置されている。1752年にはオー
ストリアでマリア・テレシアによってウィーンに「テ
レシア・アカデミー」が開設されて、ここではユステ
ィが講座の教授として「カメラリスムス学問」の体系
を築き上げていったのである。

 （cf. BAUMSTARK,SS.32-35）

＊04：カメラリスムス学問の世界
フムパートは『カメラリスムス学問の文献案内』

（1937年）でカメラリスムス学問の「百科事典的体系」
を次のように分けて示している： 
　Ⅰ．学問以前のカメラリスムス文献
　Ⅱ．カメラリスムス学問を学問として育成した期間：
　Ａ．カメラリスムス学問全体分野
　Ｂ．カメラリスムス学問の個別分野
　１．私的経済学：
　＊　農業
　＊　林業
　＊　技術
　＊　商業
　＊　銀行・証券取引所
　＊　保険制度
　２．行政学（Polizeiwissenschaft）
　３．狭義の官房学＝財政学
　４．統計学
　５．官房会計制度論
　６．官房技術論
　Ⅲ．ドイツのカメラリストが引用した外国の経済学・

社会科学文献
　Ⅳ．カメラリスムス学問の隣接分野の文献

このようにフムパートの整理を考える時，このカメ
ラリスムス学問を次のように規定するのはどうであろ
うか。

「カメラリスティークな経済論，つまり国家経
済論」は独自の行政学をつくり出した。それは王
侯国家の全ての分野を含んだ一種の家政学であっ
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た。そして財政学に取って代わられた。他方農業
論を発展させたのであった。

この言は，ハンス＝ウェルナー・ホルプの『経済思
想史概論』（2005-6年）でのものである。   
 （第２巻,SS.269-270）

わたしたちは，フムパートが最初に分類している多
様な経済学の分野が，後に「経済学」を成立させるの
に重要な役割を果たす「統計学」をも含めてカメラリ
スムス学問で培われた，と考えるべきである。

ブライヒはカメラリスムス学問が国民経済学の理論
と財政学の理論とを行政学の技術的基礎と人口政策の
目的設定に結びつけたのだとしている。

（BLAICH,Die Epoche des Merkantilismus, S.17）
なお、カメラリズムに関しては "Industrie"との関

係で位置づけをする見解があるので次の文献参照：
HILGER D."Industrie", G-G ：Bd.3, S.274

＊05：「臣民」（「ウンタータン」）のナショナルな側面
ブリックレはウェーバー（Max WEBER）を引き

合いに出して、「臣民」（ウンタータン）が領主に帰属
する身分であってそこから開放された「市民」とは異
なるものであることを述べているがその際にシラーの
作品を題材にしている。

（BLICKLE,Deutsche Untertanen,"Einleitung",
SS.12-13/ -tj. 12-14ページ）

この作品が発表されたのは18世紀末であり、わたし
たちがここで扱っている時期に合致しているのでそれ
を観てみる：シラー（Friedrich SCHILLER）は1787
年に『ドン・カルロス』を発表しているが、ここでは
スペイン国王フェリペII世とその臣下にある侯爵の会
話のなかに「市民」と「臣下」が使い分けられている。
次のようである：

ボーザ侯：陛下、わたしはつい二日前に帰朝致したば
かりでございまする。

  Es sind Zween Tage, Sire, daß ich ins 
Königreich Zurückgekommen.

王　　　：己は臣下から受けた恩はそのままにしてお
かぬつもりぢや。

  ―何なりと望んでくれい。
  Ich bin nicht gesonnen,
  In meiner Diener Schuld zu stehn
  ―Erbittet
  Euch eine Gnade!
ボーザ侯：わたしは国法に安住してをりまする。
  Ich genieße die Gesetze.
王 ：さやうの権利は殺人者にも与へられてある。
  Dies Recht hat auch der Mörder

ボーザ侯：良民にはなほ更のことでございまする。
  Wie viel mehr Der gute Bürger!
 ……
ボーザ侯：陛下。―実はわたくしは世界人として考え

る事を、陛下の臣下としての詞に包む準備
を致して参らなかったのでございまする。
…

  Ich bin―ich muß Gestehen, Sire- sogleich 
nicht vorbereitet, 

  Was ich als Bürger dieser Welt gedacht,
  In Worte Ihres Untertans zu kleiden……
ボーザ侯：実は―わたくしは王侯の奴僕には成り兼ね

るのでございまする。……
  ―Ich kann nicht Fürstendiener sein.
ボーザ侯：…わたくしは来らんとする時代の民として

生きまする。
  Ich lebe Ein Bürger derer, welche 

kommen werden.
（以上：佐藤通次『スペインの太子ドン・カルロス』, 

141-145ページ
 Don Karlos　Infant von Spanien. 

Ein dramatisches Gedicht, SS.214-217）

また1800-1802年に発表された『オルレアンの乙女』
のなかでも冒頭のジャンヌの父親のセリフに"Bürger"
が用いられている：

父親：さて、近所の衆。
 お互今日はまだフランス人で、天下晴れて、
 先祖代々鋤鍬入れた馴染の田畑の持ち主でゐる

が、
 あすは誰の支配を受けることやら、心細い世の

中だ。
 Ja, liebe Nachbarn! 
 Heute sind wir noch Franzosen,freie Bürger 

noch und Herren 
 Des alten Bodens, den die Väter pfl ügten; 
 Wer weiß, wer morgen über uns beliehlt! 

 （佐藤通次『オルレアンの乙女』, ９ページ,
 Die Jungfrau von Orleams.

Eine romantische Tragödie; S.141）

このように"Bürger"はシラーの作品では「自由な人
間」, 王侯等の支配者からの法以外の束縛を受けない
者、しかも『ドン・カルロス』の原文で傍線を付けた
箇所は、日本語の訳語でも「世界人」と考えられる、
まさにこの時期に著されたカントの "Weltbürger", で
あって、各人が自分達の間で取り決めた計画にそって、
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したがって、ウンタータンとして支配者に服従するの
ではなくて、全面的に行動することが可能である存在、
として用いられている。これは次の注の＊06に見る場
合と同じである。

（KANT,Idee, S.29/ 日本語訳、24ページ）

＊06："subjects-Untertan"―"bourgeois-Bürger" 
この概念は歴史的に変化を遂げながら用いられてき

たものであった。
ユスティの「国家経済学」等の文献をみていると，「ビ

ュルガー」をどのように位置づけて管理していくのか，
という論がでてくる。

そもそもこの「ビュルガー（Bürger）」なるものは
一体何かを観ていくと，フランス的概念の「シトワイ
アン・ブルジョア」がその意味するものであるが，ド
イツの場合には, 「シトワイアン」に該当する概念は「公
民（国家市民）」（"Weltbürger"）であり＃１，「ブルジ
ョア」になると, 一般的に「ウンタータン（Unterthan）」 
概念を含むものとなっている。この「ウンタータン」
というのは，以下にボダンの研究＃２で示すように「臣
民」・「従僕」・「召使」のことである。

この「ウンタータン」が自分の主人や元主人の手許
から分立して自己の生み出した「資産」を「商品」と
して，マーケットで販売して富を成しているのである
が，この「富」の管理を問題にしているのであ
る。＃３

ではこの「ウンタータンの富」がどうして問題にな
るのか。「ウンタータン」というのは，単なる「臣民」・

「召使」ではなくて，「ビュルガー」と呼ばれているよ
うに「市民」の新しい型なのである。このことについ
ては，ジャン・ボダンが16世紀後半に『国家論』の中
で初めて位置づけたのであった。

ボダンは次のように問題提起した（大意）：
商品・貨幣関係の発展と共にそれまでの「イエ」共

同体の自給自足の体制が崩れて，「イエ」の外部に商
業マーケットが発展し，「イエ」の支配者の「主人」（シ
ェフ／ヘル，マイスター）が「イエ」から外にでて，「イ
エ」の扉の外に展開しているマーケットに足を運びそ
の場所で自分たちの「共同体」にとって必要な物資を
手に入れるのであるが，その際には自分たち「主人」
たちも，お互いが平等な一個人同士の挨拶をかわすと
同時に，今度は，商品の交換過程では，自分たちの「召
使」であった者（マーケットにおける商人）とも，相
互に平等の立場で挨拶をかわすことになる。ここに「市
民」（シトワイヤン）関係が成り立っているのだとした。

　　　　（BODIN: Livre Premier.Chap.VI.
Dv Citoyen……p.111ff ./ -te, p.46ff .）

＃１：このラテン・フランス的「市民」がドイツ的に

は「国家市民」を表しているということに関し
ては, ヘーゲルが『法の哲学』で強調してきた
ことである（§§.190/ 200/ 299など）。なおわた
しもこの問題を『労働と所有』で解明してきた
のでそれを参照されたい：第２部第２章「市民
社会と富」

＃２：「ビュルガー（Bürger）」は, 都市住民で元来商
業に従事していた「ウンタータン」を指す。次
の文献参照：

 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 
 Herausgegeben von Wolfgang PFEIFER.　

Akademie-Verlag.Berlin. 1989.
＃３： J.H.JUSTI：Grundfeste:　Erster Band：

Einleitung zu dem ganzen Werke. 参照．

＊07：ゼッケンドルフ『ドイツ王侯国家』
ゼッケンドルフ『ドイツ王侯国家』は表題を次のよ

うな内容としたものであった ［Frankfurt a.M. 1656.］
（HUMPERT：Bibliographie der Kameralwissen-

schaft, Köln, 1937 による）：
ドイツ王侯国家，あるいは，神聖ローマ帝国におい

て，王侯的なものや，伯爵　領およびその他の所領の
ドイツ国民を形成することに関する基本的で簡潔な記
述　そこには，法的で称賛される生活習慣によって，
秩序をもって統治される組織，　内部的・法的裁判制
度，教区裁判，その他の高等・下級裁判官，行政執行
官およ　びその下での公務員を総括・管理することが
述べられ，同様にまた官房・宮廷の　ことが育成され
るようにすることが示される。

その構成：池田浩太郎によれば、第一部は外面的な
考察であるので、本題は第二部の「精神的・世界的次
元でのランド・王国の統治・憲法」論ということにな
る。ここでは「行政学」（Policey-Wissenschaft）が問
題になるのであった。なお第３部があるが、これは「諸
侯」の状態を論じているものである。

（以上、池田浩太郎「ゼッケンドルフ「ドイツ王侯国家」
―前期官房学の財政思想（一）」,参照）

＊08：ゼッケンドルフの「ウンタータン」論
ゼッケンドルフは「ウンタータン」の身分・生活環

境については，『ドイツ王侯国家』の中で，基本的に
王侯貴族が完全に支配するという身分ではなく，また
宗教的にも独自のもので許容されていること，ウンタ
ータンがなぜ「奴隷」ではないのか詳細にあつかって
いる。

（参照：第２篇の第４章以下）
なお、KAWAMATA,川又祐「官房学」では以上の

ゼッケンドルフの主張が極めて強いものであったこと
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を指摘している。
参照、12ページ以下。

＊09：「経済学」形成の一歩としての「租税論」
租税体系の構築とそのための経済的土台構造の把握

が「経済学」形成の大きな一歩となるということに関
しては，例えばＪ・ボナーは次のように指摘している：

近代の経済学は，個別のサービスとかそれに似た
補助やそして，王権の財産からの収入などといった
代わりに，国家を支える手段として租税制度を導入
したことで，開始されたといえる。そしてこの租税
制度は封建制度に取って代わった絶対的専制君主制
度とともに開始されるのであった。
（BONAR, Philosophy and Political Economy,p.59）

　高橋誠一郎はＷ・Ｓ・ジェントルマンの著書を採り
上げる際にこのボナーの言を以て次のように述べてい
る：

ボ ナ ー（ …） 曾 つ て 其 の 著 Phylosophy and 
Politicl Economy,in some of their historical 
relations,1868＃. に 於いて近世の經濟學は國家維持
の手段として租税制度を採用したるに始まると謂へ
り。果たして然らば此の對話篇は當さに近世經濟思
想史上の第一頁に記載せらる可きものなる可し。

［（Bonar,p.59;…）］
 （TAKAHASHI S,高橋誠一郎『重商主義』，58ページ

, ＃ 印の"1868"は"1893"の誤り）
島恭彦はこの租税論と経済学の関係について，次の

ように指摘している：
十七世紀のイギリス市民階級が「國家の必要はま

た同時に吾々國民の共同の必要である」と考へた時
に，國家論及び租税論の偉大な進歩がなしとげられ
たのである。この自主的精神のために，始めてイギ
リスの市民階級は國家主權と徴税權の根據について
大膽な科學的な洞察を試みる事が出來たのである。
…

經濟學と租税論の密接な交渉もフランスやイギリ
スに於ける市民階級の擡頭と國家權力への接近を意
味してゐるのであるが，官僚的租税論を支持するシ
ュタインはかう云ふ現象を決して快くは思はない。
市民的經濟學の洗禮をうけた租税論は一般に「反國
家的態度」をとり國家行政の領域を「官僚政治の秘
密と専制君主の恣意」の充滿してゐる非合理的な領
域と見做し，國家經濟に關する事象を專ら私經濟の
範疇を以て解釋しようとするからである。

…市民經濟學の「反國家的態度」は決して絶對的
なものではない…

反國家的態度は市民經濟學が舊い封建的，絶對主
義的國家に對する時に生ずるものに過ぎない。だか

ら例へば自由貿易運動の完成期以後にあらはれる市
民經濟學は敢へて反國家的態度をとらうとはせず，
むしろ國家主義や保護主義と結びつく場合がある。

（SHIMA Y,島恭彦『近世租税思想史』，10-12ページ）
＊10：ユスティの体系と「財政学」

池田浩太郎はユスティの体系を考察するに当たっ
て、次のように前置きをしている：

われわれはユスティの官房学説を、財政思想、と
くにその租税・公債論などを中心として論じてゆき
たいと思う。…

この場合、とりあげるべき労作を「国家経済」全
二巻、1755年 …と「財政の体系」1766年…の二著
作にしぼるところまでは誰にも異論がないと思われ
る。ユスティが体系的に財政を論述したのは、この
二著作に限られているからである。 …

…筆者はあえて「財政の体系」をもってユスティ
財政論の代表作として、これをとりあげてみたい。
池田はこの書物が「財政」を全面にだし、しかもユ

スティ最後の著作だから、十分に考察の根拠足るとし
ている。

 （IKEDA K,池田浩太郎「ユスティ「財政の体系」
―後期官房学の財政思想 （一）, 105-106ページ）

＊11："capite"/"capitali"/"capitalis"（アンダーライン
…阿部）

"capital"という概念が、具体的な個別概念ではなく
て「頭」や「身体」として、さらには,「主人」や「王」
の所有物という形で用いられる例は,古くは、11世紀
イングランドの『ドムズデイ・ブック』, そして1215
年の『マグナ・カルタ』に見られる。若干例を挙げて
みる：

（１）：『ドムズデイ・ブック』："capite"という概念で
ある：
＊ From one or two entries,…there can be little 

doubt that the designation was generally 
applied to the King's immediate freeholders, 
the Tenants in capite. （V.1:p.44）

＊＊ "Tenants in capite = Tenants in chief" ［タイ
トルおよび p.45］

＊ SUFFOLK：Tenants in capite……74
＊＊ The Vavassores Reign, who form the 74th 

head of lands in capite, 
 Suff . foll.466,446b.447, in the individual entries 

are called "Liberal Homines", without mention 
of their name; their total is 56, and is added to 
their class in the present Abstract.  
 （Vol.2 p.488）

（２）：『マグナ・カルタ』（ローマ数字は「条」）
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　"II. Si quis comitum vel baronum nostrorum, sive 
aliorum tenentium de nobis in capite per servi-
tium militare, mortuus fuerit, 
若し、朕の伯なり、バロンなり、もしくは軍事的

奉仕によって、朕から直接に受封しているその他の
者の中の何人かなりが死亡し、…
原語 tenens iu capite は、英訳すると tenant in 

chief であって, '王より直接に受封している者' をい
う。 （20ページ）
　IX. Nec nos nec ballivi nostri seisiemus terram ali-

quam nec redditum pro debito aliquo, quamdiu 
catalla debitoris sufficiunt ad debitum redden-
dum; nec plegii ipsius debitoris distringantur ip-
se capitalis debitor suffi  cit ad solutionem debiti; 
et si capitalis debitor defecerit in solutione debi-
ti, non habens unde solvat, olegii respondeant de 
debito;et, si voluerint, habeant terras et redditus 
debitoris, donec sit eis satisfactum de debito, 
quod ante pro eo solverint, nisi capitalis debitor 
monstraverit se esse quietum inde versus eos-
dem plegios.
朕も朕の代官も、債務者の動産が債務の弁済に十

分なかぎり、彼のいかなる債務についても、そのい
かなる土地も地代も差押えないだろう。また主たる
債務者自身が、債務の弁済に十分なるかぎり、当該
債務者の保証人達が、差押えを掛けられることはな
いものとす。而して、若し主たる債務者が、弁済に
あてるべき財産がなくて、債務の弁済をなし得ない
場合には、保証人達が、その債務について責任を負
うべきものとす。而して、保証人達は、若し彼らに、
その意志があれば、彼らが先に債務者に代わって弁
済した債務について補償を受けるまで、その債務者
の土地及び地代を保有することができる。ただし、
主たる債務者が、当該保証人に対して、自分は、そ
の点では、免責せられおることを示した場合には、
この限りでない。  （37-39）

 "capitali":
　XLI. Omnes mercantores habeant salvum et 

securum exire de Anglia,et venire in Angliam, 
et morari, et ire per Angliam, tam per terram 
quam per aquam, ad emendum et vendendum, 
sine omnibus malis toltis, per antiquas et rectas 
consuetudines, preterquam in tempore gwerre, 
et si sint de terra contra nos gwerrina; et si 
tales inveniantur in terra nostra in principo 
gwerre,attachienntur sine dampno corporum et 
rerum, donec sciatur a nobis vel capitali 
justiciario nostro quomodo mercatores terre 

nostre tractentur, qui tunc invenientur in terra 
contra nos gwerrina; et si nostri salvi sint ibi, 
alii salvi sint in terra nostra. （HOLT,-2, pp.461-2）
すべての商人は、あらゆる悪料金なく、古来の正

しい慣習によって、売買のため、陸路によると海路
によると問わず、安全に、心配なく、イングランド
を出ることも、イングランドへ来ることも、イング
ランドに滞在し、イングランド中を旅行することが
できる。ただし、戦時において、且つ彼らが、朕に
対して戦争状態にある国の者なるときは、このかぎ
りでない。而して、若しこのような者共が、戦争の
初頭において、朕の王国内に見出されること があ
れば、彼らは、朕なり朕の最高裁判官なりが、朕に
対し戦争状態にある国内で、その当時見出される朕
の国の商人共が、どのように取扱われているかを知
るにいたる迄、その身体及び財産に対する損害を受
けることなく、抑 留されるものとする。而して、
若し朕の国の国人達が、かしこにおいて安全である
ならば、［この］他の［国の］ 者達は、朕の王国内
においても、安全であるべきものとす。

 （95-97ページ）

なお、ゲイエスベエクはこの "capitalis"="chief/
head" であり、"capitali"="property"であるとする。
（GEIJSBEEK, Ancient Double=Entry Bookkeeping, 

p.14）

＊12：ユスティの体系（「グートアハテン」）
ここではこのユスティの体系を詳しく考察してい

く。それは次のものであった：
　　第１： どのような統治術が国家の至福に資するの

か。
　　第２：ウンタータンはそのためにどのように寄与

するのか。
＊第１の場合：統治を進めるになかで、国家の至福は
　　Ⅰ）国家のまったくの安全性を通じて
　　Ⅱ）十分な富の存在によって達成される。
＊第２の主要考察点：ウンタータンはそのためにどの
ように寄与するのかということは次の点に収斂する：
　　　Ｉ）ウンタータンを直接に従わせる。
　　　Ⅱ）間接的に従わせる。

この体系のなかではとりわけ重要なのは第２の”
Unterthan”対策であるとする。それには国家の統制が
重要であり、そのために「カメラリスムス学問と財政
学」が独自の役割を担うのである。どのようにかとい
うと、次の２つの点である：
　Ⅰ）国家が要するコストのための膨大な費用に対す

る十分で適切な、そして国家の至福に資する収
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入をどうやって算定するのか。
　Ⅱ）そのような収入の支出と管理をどのように効率

的にするのか、そして国家の福祉事業を進める
方策・体制を如何にして進めていくのか。

以上のことを実現するためには次の５つの体系が必
要であるとして次の項目を挙げた：
　Ⅰ）行政学
　Ⅱ）商業学と工業学
　Ⅲ）そのためのいわゆるカメラリスムス学問と財政

学における講義と実践的演習
　Ⅳ）国家や土地に関する経済学または家政術
　Ⅴ）そしてそれに資する鉱山採掘業の学問の特別講

義
しかしながらユスティは先ず第一には行政学が重要

なので、それから入るとした。そして３つの体系を示
している：
　Ｉ）行政組織の性格と準備および法律化
　Ⅱ）行政組織の実行・統制・監視とその法律化
　Ⅲ）行政法の本質的な内容について。それは以下の

３つの一般的な根本的なものからすべての実行
可能な行政法を実施するのである。この３つの
ものというのは一つあるいはその他の国家の基
礎に、つまり至福にそれ自体にその根本をもっ
ているのであるがそれは次のものである：

　　＊　精神的に健康なウンタータンの相当数の確保。
　　＊　一般的な形でのウンタータンの職業および生

産物の安定化および管理が行われること。
　　＊　その地での生活と信用は進められなければな

らない。とりわけ、産業は必要な結びつきと関
係を保持しなければならない。

この＜Ⅲ＞には次のことが附加されている：
＊Ⅲへの追加：第３の一般的な行政の根本的なものに

よれば、生活と信用はその地では進められなければ
ならない。つまり産業はある種の必要な結びつきと
関係が保たれるのである。実行に当たっては次のこ
とが考慮されるのである：

Ａ．生活と信用が進められるための手段。それは次の
ものである：

　１．すべての産業とマニュファクチュアの必要な結
びつきと関係、このことは生活を進め等々とし
てのもっともとりやすい手段

　２．生活や信用を進めるためのその他の手段
Ｂ．生活と 信用の悪い状態や失敗の原因を知ること。

それは
　１）その土地のもっている不幸な状態、自然的な欠

如、その性質からなのか。
　２）あるいは、それらの原因が国家の内部で起きた

ものからか、実際に実行されている統制の欠点

からなのかである。この後者は統治者とその臣
下によるの十分で賢明な熟慮とで見出されなけ
ればならないものなのである。けれどもそのよ
うなことが起こった場合には手際よく正しい手
段が見出される必要がある。そういった原因は
通常次のことから生起する：

　　１．適量な貨幣量の不足である。この貨幣量は商
業や産業の間に出回っているはずであった。
だからこのことは全土で出回っている貨幣の
量がどの程度のものかが決定され得るかが指
し示されることになる。

　　　ａ）ひとつは、その国には不充分な貨幣量しか
ないということ、そしてその他の手段がな
いということ、この場合にはすでに展開し
た３つの支配的な主要な本道が以下のこと
になっているということによるものであ
る。それは次のことである。

　　　　１）裕福な外国人の誘惑
　　　　２）外国人との有利な商業、そして
　　　　３）鉱山採掘業
　　　ｂ）そうでなければその国の貨幣は無意味と看

做されているか、あるいは外国の銀行の手
で、

　　　　１）上記の手段のために資本が保証されてい
る。

　　　　２）公的な信用が設定されている。これはい
わば利子の正しい計算と負担の計算のた
めに生じなければならないのであって、
その場合には、既成の法によって工夫が
なされ、善し悪しが示されなければなら
ない。

　　　　３）外国の銀行に貨幣を預けることの禁止。
　　　　４）良好な貨幣鋳造所というのは
　　　　　ａ）分厚い鋳貨の種類は鋳造コストを差し

引いて残ったものに真の価値がある。
他方国内で良貨が商業で吸い取られれ
ば、その国の鋳貨は外国で信用を無く
し、国内では減価によって、打歩が生
じ、流通手段の貨幣はますます失われ、
損失が生ずる。

　　　　　ｂ）外国の低品位の鋳貨は流通しない。
　　　　５）国内通貨の輸出の禁止は実行力がない。

国内の信用が弱体するということがなけ
れば、無力ではないのである。同様に外
国商品は国内産物が輸出されなければバ
ランスがとれるのである。しかし次のこ
とは起こる：もし外国の低品位の鋳貨が
流通しないのならば、国内の鋳貨の輸出
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は起こらないということである。したが
って、この二つの場合は同じことで、す
べてはここから生ずるのである。

　　２．良き統制概念や基準の欠如において。これは
次の場合に起きるのである：

　　　ａ）ウンタータンが法外な課税や不正な圧迫な
どによって、長らく危険な状態にあって搾
取されていて、しかもし、何らかのものを
作り出す楽しみが奪われているような時に
そのようなことを統制し裁く。

　　　ｂ）商品や原料の輸出入が無条件に自由にされ
ているか、あるいはあまり考えないで禁止
されている場合。

　　　ｃ）多すぎる関税や通行税、またそのような悪
い措置。

　　　ｄ）ものを作り出していく際のその間に存在す
る諸関係の欠如。

これらのことが行政学全体の根本なのである。 
 （SS.2-29）

＊13：ダルイェスの国家の収入源としての「資本」の
採用

ダルイェスは「カメラリスムス学問のための準備」
という「序論」で国家収入を安定的に確保するために
は、「資本」を用いるべきであるとして、その§.10で
次のようにいう：
　§.10：年収入の源泉は私たちの能力を適用するとい

う器用さにあるのか、あるいはその源泉はわ
たしたちが毎年利用し得る、すでに獲得され
ている財にあるかなのである。この２番目の
ものは年々の収入の特別な源泉で、これをフ
ォンド、資本と呼ぶ。

そして、このような意味で「資本」概念を用いるこ
とに関して次のように述べる：
　§.13の注釈：わたしたちは資本という言葉を狭い意

味では用いない。この狭い意味だと、この資本で
は、すでに獲得されている貨幣で、わたしたちが
何らかの利益を得るために、別のあるものを借り
ているということを意味しているのである。そう
ではなくて、一般的な理解でこの言葉を受け取っ
ているのである。その場合には資本はそれ自体と
して獲得された資産を示していて、持続的なもの
で年々わたしたちが利用し得るものを指し示して
いなければならないのである。…

　§.15. フォンドはかくして決定される。資本または
フォンドは王国の収入によって国家およびウン
タータンの富である。
DARJES, Erste Gruende, "Vorbereitung" 参照

＊14：ローテンブルグの「ヴァイサー塔」
1525年の「農民戦争」の失敗後、ドイツでは、教会

に関する条例は時の統治権力が関与し、その執行は「領
邦君主に委ねられた。…司祭は上から任命され、「国
家役人」と見まごうばかりの存在となり、宗教改革は
領邦君主によって統制される。」

（BLICKLE,Deutsche Untertanen,S.129
 『ドイツの臣民』138ページ）

このような教会・領主体制のもとでは当然「キリス
ト教」がすべてを決した。ホルニクの言にもあったよ
うにユダヤ人などは「非キリスト教」のレッテルを貼
られ（参照, 本論文の45ページ）、都市共同体などから
追放されたのである。中世都市の面影を残しているロ
ーテンブルグには「ヴァイサー塔」というのが「観光
名所」に指定されているが、これはユダヤ人迫害の記
念碑でもあった。14世紀末頃までユダヤ人が集ってい
た祈りの場が広場にあったのが、その影響力の低下と
ともに、ユダヤ人（市民）は彼らの居住地域から城壁
外に移された。城壁外であるから、いわば市民権の否
定である。さらに1520年には彼らはローテンブルグか
ら追放された。この「ヴァイサー塔」と隣接する「祈
りの場（シナゴーグ）」（現在は平地化）やかつての「ユ
ダヤ人舞踏の家（集会所）街」は「ユダヤ人街」とし
て現在は「観光地」になっている。
（ヴィリ・ザウワー出版社『ローテンブルク オプ デ

ア タウバー』日本語版、2007, 参照）

＊15：ゾーデン『国民経済学』の構成（1805-1810）
　Bd.1 （1805）：１　固有の学問としての国民経済学

/ 国家資源・国富概念/ 基本概
念としての価値・価格

  ２　国民経済学の構成要素：資本材
料・原料・生産力・人口

  ３　初源的生産力―農業
　Bd.2　（1806）：１　工業生産力
  ２　商業的生産力
  ３　国民の構成員の生産力総体の運

動手段
   貨幣・銀行・投資銀行
　Bd.3　（1808）：国民の相対的生産力・国家
　Bd.4　（1810）：１－３巻の総括

＊16：「カメラリスト」ラウ
加田哲二は次のように述べる：

ラウは一面において、經濟的自由主義者の支持
者であるとともに、他面、第十八世紀のカメラリ
ズムの色彩を多分に　持ってゐるのである。… 
ドイツの經濟學は…國家的觀念が浸潤してゐた。
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言葉にかへていへば、カメラリズム時代の遺産を
多く「警察學」（Polizeiwissenschaft）の名の下
に傳承してゐた。而してこれは、社會的並に經濟
的生活の過程における國家權力の干渉のあらゆる
施設をいふのである。ラウは、この經濟的施設を
舊警察學から引き出して、國民の經濟状態に關す
る國家の目的と經濟的法則との結合から出て、こ
れに經濟政策といふ名稱で包括し、かくてこの問
題をドイツ經濟學における獨立範圍として、思惟
せしめるに至つたのである。

（KADA T,加田哲二, 『獨逸經濟思想史』,108ページ）

＊17：シュトルヒ『経済学教程』
シュトルヒの『経済学教程』について、その構成は

次の通り：
タイトル―経済学教程、あるいは国民の反映を決定す

る原理の説明。
  Cours d'Economie Politique, ou Exposition 

des Principes qui déterminent la Pros-
périté des Nations.

＊ 序説：国家学を構成している諸教義の違いについ
ての洞察

　Discours préliminaire. Aperçu des différentes 
doctrines qui composent la science de l'Etat.

＊ 一般論、あるいは経済学への序論
　Introduction Générale, ou prolégomènes à l'économie 

politique.
第１部：国富理論
 Théorie de la richesse nationale.
　第１：富の生産
 De la production des richesses.
　第２：富の蓄積, あるいはフォンド
 De l'accumulation des richesses, ou des 

fonds.
　第３：年生産物の初源的な分配, あるいは収入
 De la distribution primitive du produit 

annual, ou des revenus.
　第４：年生産物の二次的分配、あるいは流通
　　　　De la distribution secondaire du produit annual, 

ou de la circulation.
　第５：通貨
　　　　Du numéraire.
　第６：信用　
 Du crèdit.
　第７：消費
 De la consommation.
　第８：国富の自然生的進歩について
 Des progrès naturels de la richesse natio-

nale.
第２部：文明理論
 Théorie de la civilisation.
　第１：文明の要素、あるいは内的財
 Des élémens de la civilisation, ou des biens internes.
　第２：文明の自然生的進歩について
 Des progrès naturels de la civilisation.
＊結論：

＊22：ラウ『国民経済学ハンドブック』の構成
ラウの翻訳による、シュトルヒ『国民経済学ハンド

ブック』
　（Handbuch der National=Wirthschaftslehre）

　＊国家学の諸分野について　
　　Von den Theilen der Staatswissenschaft.
　＊国民経済学序説 
　　Einleitung zur Volkswirthschaftslehre.
　第１部：国民の資産 
  Von dem Volksvermoegen.
　　第１：資産の形成 
  Von der Hervorbringung des Vermoe-

gens.
　　第２：資産の蓄積あるいは財貨準備 
  Von der Anheufung des Vermoegens, 

oder von den Guetervorraethen.
　　第３：年生産物の本源的な分配あるいは収入 
  Von der urspruenglichen Vertheilung des 

jaehrlichen Erzeugnisses, der von dem 
Einkommen.

　　第４：年生産物の派生的分配あるいは流通 
  Von der abgeleiteten Vertheilung des 

jaehrlichen Erzeugnisses, oder von dem 
Umlaufe.

　　第５：貨幣
  Von dem Gelde.
　　第６：信用
  Von dem Credite.
　　第７：消費
  Von der Verzehrung.
　　第８：国民の生活状態の自然生的な進歩
  Von den natuerlichen Fortschritten des 

Volkswohlstandes.
　第２部：社会的なものの形成について
  Von der geselligen Bildung.
　　＊＊　序説Einleitung
　　第１：社会的なものの形成の構成要素あるいは内

的財
  Von den Bestandtheilen der geselligen 
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Bildung,oder von den inneren Guetern.
　　第２：社会的なものの形成の自然生的な進歩
  Natuerliche Fortschritte der geselligen 

Bildung.
　　＊＊　結論：生活状態と社会的なものの形成の相

互の連関性
  Schlußbetrachtung. 
  Gegenseitiger Einfluß des Wohlstandes 

und der geselligen Bildung auf einander.
　＊　註釈

＊19：ラウの『経済学教程』
ラウの『経済学教程』全３巻の内訳は次の通り：

第１巻：国民経済学綱要
　＊ 序論
　＊ 国民経済学
　第１部：国民の資産の本質
　第２部：資産の諸部分の生成
　第３部：資産の分割
　第４部：資産の消費
　第５部：生産的工業
第２巻：経済政策（国民経済の保護育成）
　＊ 序論
　第１部：直接生産活動あるいは原材料生産労働の促

進
　第２部：財貨生産物の分配の拡大
　第３部：財貨消費に関する方策
第３巻：財政学
　　第１部：国家支出
　　第２部：国家歳入　＊序論
　　第２部：国家歳入　＊租税
　　第３部：国家の歳入の歳出に対する関係
　　第４部：財政の本質の外的整備の概観

＊20：ロッシャーの体系：全５巻の内容
＃国民経済学の体系：全５巻の内容
第１巻：国民経済学の基礎―1854.
　＊序論
　第１部：財の生産
　第２部：財の流通
　第３部：財の分割
　第４部：財の消費
　＊付録：人口
第２巻：農業耕作の国民経済学―1859.
　＊序論：集中化と国家のなかの小国家
　第１部：農耕の前の段階
　第２部：農耕
　第３部：農耕の隣接分野

第３巻：商業および産業の国民経済学―［?］/1881
　＊序論：都市の一般的本質
　第１部：商業
　第２部：狭義の産業
　＊付録：鉱業
第４巻：財政学の体系―1886.
　＊序論：
　第１部：完全/ 半私経済的な国家収入
　第２部：租税一般
　第３部：個々の租税
　第４部：国家支出
　第５部：国家収入と国家支出の均衡
　第６部：財政行政
第５巻：貧困救済と救貧政策―1894
　＊序論：貧困の病理学について
　第１部：療法部：貧困の健全＝治療手段
　第２部：養生の部：貧困化を予防する方策
＃第４巻の「財政学の体系」

第４巻の「財政学の体系」は初版（1886年）ではそ
の半分が公表されたとなっていたのであるが，1894年
の第４版でこれが変更されて，「財政学の体系」は初
版の体系が基本となって，増補改訂版で終了した．し
かしそれを発展させる「体系」の後半部分は第５巻と
なった旨が第４巻の第４版序文で述べられている。

＊21：シュタイン『国家学体系』の構成
シュタイン『国家学体系』全二巻
第１巻：統計学、人口論体系と国民経済学
　＊国家学概念
　＊一般論
　　Ⅰ．事実に関する教説（統計学）
　　Ⅱ．人口に関する教説（人口論）
　＊個別論
　　Ⅰ．財貨に関する教説
　　　第１部：財貨論
　　　第２部：経済学（Die Wirthschaftslehre）
　　　第３部：国民経済学
　　　　　　　（Die Volkswirthschaftslehre）
第２巻：社会学（Die Gesellschaftslehre）

　　　　　第１の部分：社会の概念と社会階級に関す
る教説

　　　第１部：社会のエレメント
　　　第２部：社会秩序
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